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都市計画法及び農振法による土地利用規制の状況

                 国土面積 3,779            （面積単位：万 ha）
 
 
 
                  農業振興地域外 2,059 
 
 
 
 
 
 
          農業振興地域 1,720（506） 
 
 
 
 
      農用地区域 503（432） 
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市街化区域 
145（11） 

 

 
 
 
 

（90） 
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用途地域 
37（4） 

注：１ 国土面積は、国土交通省調べ（平成 16 年版土地白書） 
  ２ 数値は区域面積、（ ）内数値はその区域内の農地面積（生産緑地面積 1.6 万 ha 含む） 
  ３ 農業振興地域、農用地及び市街化区域内面積は農水省調べ（速報値） 
  ４ その他の農地面積は、第３次土地利用基盤整備基本調査（平成5年 3月）を基に、都市計画年報

（平成9年 3月）及び国土庁の土地利用基本計画における５地域指定重複状況等の調査（平成10

年 3月速報値）を用いた農水省による推計 
  ５ 都市計画区域面積等については、国土交通省調べ（平成 16 年度都市計画年報） 
  ６ 四捨五入の関係で計が合わない場合がある 
  ７ 準都市計画区については、国土交通省調べ（平成 17年 4月）（指定面積は149ha） 

都市計画区域 995（240）

市街化調整区域 377（115） 

線引き都市計画区域 521（126） 

用途白地 421（110） 

未線引き都市計画区域 473（114） 

準都市計画区域 0.01

第４章 都市構造改革のための制度改善の方向
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都市計画区域等の指定状況

都市計画区域等の指定状況 （単位：k㎡）

6,711 11,657

43,459

4,337

39,122

7,752

14,463

37,679

26,022
261

3,885

3,624 264,100

14,300

278,400

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国計

三大都市圏

地方圏

市街化区域 市街化調整区域 非線引き用途地域 白地地域 都市計画区域外

用途地域の指定状況 （単位：k㎡）

346,874

163,278

183,597

256,739

112,522

144,217

415,341

141,314

274,027

197,578

75,859

121,719

15,025

3,796

11,229

30,870

67,740

98,610

56,204

28,686

84,890

26,555

10,070

16,486

26,936

45,089

72,025

72,797

28,153

44,644

101,273

32,078

69,196

103,401

43,698

147,099

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国計

三大都市圏

地方圏

第１種低層住居専用地域 第２種低層住居専用地域 第１種中高層住居専用地域 第２種中高層住居専用地域
第１種住居地域 第２種住居地域 準住居地域 近隣商業地域
商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域

H16.3.31時点
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○

○

○

○

×

第二種住居地域

○近隣商業地域

○準工業地域

×工業専用地域

都市計画区域外

白地地域

▲市街化調整区域

×第一種低層住居専用地域

×第二種低層住居専用地域

×第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

×第二種中高層住居専用地域

○商業地域

○

大規模商業施設の
立地

工業地域

準住居地域

延べ床面積 ３万㎡～

延べ床面積 ３千～１万㎡

延べ床面積 １万～３万㎡

平成11
年以降

平成元
～10年

昭和63
年以前

開店時期

大規模商
業施設（床
面積3,000
㎡以上）が
立地可能
な地域

× 大規模商業施設の建築が禁止される用途地域
▲ 大規模商業施設の建築が原則禁止される区域
○ 大規模商業施設の立地に制限のない区域

地方都市における土地利用規制の実態と大規模商業施設立地

A店

・平成１２年９月開店
・６９，７８３㎡
・市街化調整区域

佐賀大和I.C.
大和町

東与賀町

佐賀市

佐賀駅

B店

・平成１５年３月開店
・６０，４８３㎡
・準工業地域

C店

・平成１７年４月開店
・２１，４８１㎡
・都市計画区域外

中心市街地
活性化区域

地方都市では、商業地域を中心とした中心市街地活性化区域外の準工業地域、市街化
調整区域、都市計画区域外等に大規模商業施設の立地が進んでいる。
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16%

24%

25%

18%

16%

8%

15%

13%

14%

14%

12%

10%

23%

27%

43%

63%

64%

78%

24%

22%

9%

4%

7%

3%

3% 4%

3%

4%4%

9%

15%

2%

1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１３～Ｈ１７

Ｈ８～Ｈ１２

Ｈ３～Ｈ７

Ｓ６１～Ｈ２

Ｓ５６～Ｓ６０

Ｓ５５以前 住居系用途地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

市街化調整区域

非線引き白地

都市計画区域外

(件数）

683

164

203

293

581

402

近年は、商業地域への立地割合が大きく減少し、三大都市圏では工業系用途地域、地方
圏では工業系用途地域のほか白地地域への立地割合が増加。

大規模商業施設（延べ床面積１万㎡以上）の開店時期別立地状況

9%

14%

11%

13%

16%

8%

14%

14%

17%

19%

6%

12%

35%

34%

54%

60%

71%

75%

21%

23%

8%

5%

5%

4%

1%

15%

11%

5%
1%

2%

1%

3%

1%

1%

1%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H13～H16

H8～H12

H3～H7

S61～H2

S56～S60

S55以前

16%

18%

19%

9%

11%

6%

9%

15%

17%

20%

15%

10%

26%

23%

29%

48%

57%

77%

20%

20%

17%

13%

9%

5%

7%

3%

5%

15%

12%

11%

5%

3%

1%

9%

1%

1%

3%

3%

2%

3%
1%

2%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１３～Ｈ１６

Ｈ８～Ｈ１２

Ｈ３～Ｈ７

Ｓ６１～Ｈ２

Ｓ５６～Ｓ６０

Ｓ５５以前

(件数）

186

460

233

124

138

346

三大都市圏

地方圏

（件数）

231

77

93

131

231

159

※三大都市圏は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県。地方圏は三大都市圏以外の地域。
※建築基準法上の延べ面積10,000㎡以上の物品販売業を営む店舗について集計。
※平成16年末現在。

※データは一部未集計のため、確定値ではない。

平成１０年 まちづくり３法
大店立地法制定
都市計画法改正
（特別用途地区追加）

平成１２年
大店立地法施行
都市計画法改正
（特別用途制限地域追加）

開店時期

開店時期

平成２年
大店法運用適正化措置に

よる緩和

大規模商業施設の時期別立地動向
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＜制度概要＞
・都市計画区域外において相当数の住居等の建築が現に行われ、用途の無秩序な混在が

進むおそれがある等の地域について、農林漁業との調和を図りつつ、市町村が指定。
・土地利用の整序のため必要な用途地域等の土地利用に関する都市計画を決定。（都市施

設、市街地開発事業は定めない。）
・非線引き都市計画区域並みの開発許可、建築基準法上の集団規定を適用。

＜準都市計画区域 指定実績＞

（平成17年7月29日時点）

準都市計画区域の指定状況

都道府県名 市町村名 指定年月日 名称 目的 指定面積

群馬県 前橋市 平成16年5月17日 宮城準都市計画区域 開発許可対象面積の引き下げ 約142ｈａ

熊本県 玉東町 平成16年5月10日 玉東準都市計画区域 良好な住宅市街地の誘導 約7ｈａ

静岡県 榛原町 平成17年7月20日 榛原町準都市計画区域
基盤整備の進捗に伴う、無秩序な開
発の進行抑制

約31.1ha

＜群馬県前橋市（旧宮城村）の事例＞

三夜沢地区

苗ヶ島地区

農業振興地域

農用地

都市計画区域

準都市計画区域

準都市計画区域において定めることができる
都市計画
・用途地域
・特別用途地区
・特定用途制限地域
・高度地区
・景観地区
・風致地区
・伝統的建造物群保存地区
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都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域の農地が転用された場合には、都市計
画上の制約なしに市街化が進む。

出典：農林水産省

食料・農業・農村基本問題調査会 農村部会

農地の中に建つ建築物 農用地区域から農地が除外された状況

農地転用による市街化の事例
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特別用途地区の活用状況

＜制度概要＞
・用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の

保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定められる地区。
・実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類を定め、その目的の実現に必

要な用途規制等の強化や緩和が可能。
・具体的な規制・誘導内容については、地方公共団体が定める建築条例に規定。

＜事例 愛知県豊田市＞
愛知県の中央部、名古屋市の東方約30kmに位置し、矢作川が市

域を南北に貫流する。人口は約35万人である。1938年にトヨタ自動車
工業の工場を誘致して以来、自動車産業を核とした内陸工業都市と
なっている。

豊田市では、駅周辺の近隣商業地域に商業機能の集積を図り、か
つ、後背の住宅地との環境の調和を図るため、特別用途地区により、
国道沿道（準工業地域）については、

・200㎡以上の劇場、映画館等
・3,000㎡以上の店舗、飲食店
・3,000㎡以上の工場

等の立地を制限している。

市町村 名　称 目　的
大規模店舗の
規制（床面積）

決定/変更
告示日

茨城県
大洗町

大洗港
水産業振興
地区

大洗港港湾計画の水産ふ頭地
区としての土地利用を図りつつ
地場産業の振興

水産業関連施設以
外を制限

H16.10.25

長野県
岡谷市

水辺体育
地区

市民の健康増進、スポーツ振
興、及び地区の良好な環境の
保護

500㎡超 H11.2.10

愛知県
豊田市

浄水学術
研究特別
用途地区

学術研究にふさわしい業務の
利便の増進、周辺の住宅環境
との調和

3,000㎡以上 H11.3.31

愛知県
豊田市

浄水国道沿
道サービス
特別用途地
区

国道沿道にふさわしいサービス
業務の利便の増進

3,000㎡以上 H11.3.31

愛知県
蒲郡市

医療関連施
設特別用途
地区

医療関連業務の利便の増進 3,000㎡以上 H12.10.31

愛知県
新城市

新城南部産
業振興地区

工業の利便性の増進及び工場
従事者の生活に配慮した土地
利用の誘導

3,000㎡以上 H14.3.29

大阪府
高槻市

文教・医療
地区

地区の学校その他の教育施設
及び医療施設等の良好な環境
の保護

学校、各種学校、
病院、診療所等以
外を制限

H16.12.28

福井県
丸岡町

特別情報産
業地区

情報通信関連産業の集積
情報関連業務以外
の施設を制限

H13.10.1

福岡県
太宰府市

門前町特別
用途地区

参拝客等を対象とした商業核と
しての市街地育成

3,000㎡以上 H12.12.28

福岡県
大刀洗町

西大刀洗草
分線沿道南
等

沿道業務機能と周辺住環境と
の調和

3,000㎡以上 H14.2.1

大規店舗の規制を行う特別用途地区

10地区（9市町） 計128ha

※ 特別用途地区は全国で569地区、計48,275ha指定されている。

（平成16年3月31日現在）
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特定用途制限地域の活用状況

＜制度概要＞
・非線引き都市計画区域及び準都市計画区域のうち用途地域を指定していない地域に指定。
・その地域の良好な環境の形成又は保持のため、地域の特性に応じた合理的な土地利用が行わ

れることを目的。
・都市計画において、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を決定。
・これを踏まえ、建築基準法に基づき、具体的な建築物の用途の制限を条例で決定。
・この条例に違反する建築物は、建築確認が受けられず建築不可。

＜特定用途制限地域の指定状況＞
１２地区 計５３，１７１ha （平成１７年４月１日現在）

H17.4.1１５００㎡超美濃加茂市岐阜県

H17.4.1（沿道以外） １５００㎡超富加町

宇部市 H16.10.8１５００㎡超山口県

H16.5.17 －国分寺町

H16.5.17 －坂出市

荒尾市

西条市

新居浜市

宇多津町

牟礼町

丸亀市

高松市

熊本県 H16.5.17 １５００㎡超

H16.5.14 （沿道等以外）３０００㎡超

H16.5.14 （市街地周辺）１５００㎡超

（田園地域） ３０００㎡超

愛媛県

H16.5.17 （沿 道） ３０００㎡超

（沿道以外）１５００㎡超

H16.5.17 ５００㎡超

H16.5.17 （沿道以外） ３０００㎡超

H16.5.17 （沿道以外） １５００㎡超香川県

決定/変更

告示日

大規模店舗の規制

（床面積）

地道府県

市町村

平成17年４月１日現在
国土交通省調べ

特定用途制限地域

＜山口県宇部市＞
宇部市は、人口１７万人。山口県西南部、瀬戸内海に面する工業

都市。
特定用途制限地域による用途の制限は、良好な環境の形成又は

保持を図るため、周辺の公共施設に著しく大きな負担を発生させる
床面積が１,５００㎡を超える店舗の立地を規制。

特定用途制限地域一覧
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大規模商業施設の立地は、直接的に税収や雇用の増加をもたらすことも多いことから、行
政の立場としても立地を抑制し難い。
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158 159
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税
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の
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）

八戸市 三沢市 十和田市 下田町 都市圏全体

９５年A店立地

小売業従業者数の推移

100 108.0
92.2 82.2

100
121.9

307.4

510.8

70
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270

370

470

1991 1994 1997 2002
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業

従
業
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（
1
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を
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0
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し
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合
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値

）

八戸中心市街地 三沢中心市街地

十和田中心市街地 ３市中心市街地合計

下田町

９５年A店立地

資料：市町村別決算状況調
資料：商業統計＊八戸都市圏から、福地村、南郷村、新郷村、大
野村を除いて集計している。

大型店立地後の地方税収の推移 大型店立地後の小売業従業者数の推移

税収、雇用への期待
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豊田市

瀬戸市

安城市

刈谷市
岡崎市

平成11年3月
駅周辺への商業集積を目的に、
国道沿いの準工業地域に特別用
途地区を定める。

平成14年7月
岡崎市に大規模店舗が出店
（店舗面積：約2万2千㎡）

平成11年12月
安城市に大規模店舗が出店
（店舗面積：約1万2千㎡）

平成11年7月
刈谷市に大規模店舗が出店
（店舗面積：約2万0千㎡）

平成12年10月
三好町に大規模店舗が出店
（店舗面積：約3万6千㎡）

三好町

平成12年9月
瀬戸市に大規模店舗が出店
（店舗面積：約1万6千㎡）

平成12年11月
長久手町に大規模店舗が出店
（店舗面積：約3万0千㎡）

平成11年6月
東郷町に大規模店舗が出店
（店舗面積：約1万2千㎡）

平成12年12月
春日井市に大規模店舗が出店
（店舗面積：約1万3千㎡）

平成11年3月以降開設かつ店舗面積1万㎡以上の店舗について表示 「2005全国大型小売店舗総覧」(東洋経済新報社)より作成

春日井市

長久手町

東郷町

＜愛知県豊田市＞

大規模商業施設の立地を規制した場合であっても、規制を行わない周辺の市町村へ
立地が行われることから、立地規制を行う市町村が、周辺市町村より小売販売総額が
低下するといった状況が生じている。

その結果、各自治体の年間小売販売総額は、
豊田市が- 5.2%であるのに対し、

三好町 ：+52.0% 刈谷市 ： + 5.2%
長久手町：+34.1% 東郷町 ： + 0.8%
春日井市：+ 6.3% 岡崎市 ： - 2.1% 
安城市 ：+ 6.0% 瀬戸市 ： - 8.7%
日進市 ：+ 5.8% と推移。

（平成11年7月～14年6月）

日進市

平成16年12月
日進市に大規模店舗が出店
（店舗面積：約1万1千㎡）

周辺立地による規制の限界
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＜制度概要＞
・都市計画法第３４条１０号イに基づき、市街化調整区域において、 ２０ha以上（条例により

５ha以上にまで引き下げ可）の開発行為で、計画的な市街化を図る上で支障がないものに

ついて許可しうることとしている。

法３４条１０号イに基づく開発件数 法３４条１０号イに基づく用途別開発面積
（平成14年度）

大規模開発に係る開発許可
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市街化調整区域における地区計画制度

＜市街化調整区域における地区計画策定状況＞ （平成16年3月31日時点）

地区計画 197地区 計2,550ha

（地区整備計画策定 192地区 2,045ha ）
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45
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（件）

市街化調整区域における地区計画策定件数の推移

＜制度概要＞
・市街化調整区域においても、一定の要件に該当する地区では地区計画を定めることが可能。
・市街化調整区域内において地区計画の内容に適合する開発行為は、開発許可対象の類型の

一つ。
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＜制度概要＞
・都市計画区域内又は準都市計画区域内において、駅舎その他の鉄道の施設、社会福祉施設、

医療施設、学校（大学、専修学校及び各種学校を除く。）、公民館、変電所、その他公益上必
要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 については、開発許可が不要。

地方圏における病院施設（延べ床面積３千㎡以上）
確認時期別立地状況 【再掲】
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地方圏における福祉施設
確認時期別立地状況

住居系用途地域 近商 商業 準工

工業 市街化調整区域 白地地域 都計区域外
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808
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病院や社会福祉施設等が、開発許可不要とされているため、これら施設が地価の
安い市街化調整区域等に立地する場合が多い。

長野県長野市の事例

市街化調整区域に立地する病院・福祉施設の事例

市街化区域

市街化区域

市街化調整区域

国立大学付属小

既存集落

障害者総合施設

市民病院

デイケアセンター

個人病院

保険センター


